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住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令の一

部を改正する省令の公布について（通知） 

 

住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令の一部を改

正する省令（令和元年総務省令第 35 号）が本日公布されました。 

今回の改正は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及

び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律（平成 29 年法律第 15 号）により、

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和 32 年法律第 167 号）の題

名が「放射性同位元素等の規制に関する法律」に改められることに伴い、住宅用防災警報

器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令（平成 17 年総務省令第 11

号）において引用している旧法律の題名を新法律の題名に改めるとともに、その他所要の

規定の整備を行うものです。 

貴職におかれては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮されるとともに、各都道

府県消防防災主管部長におかれては、貴都道府県内の市町村（消防の事務を処理する一部

事務組合等を含む。）に対しても、この旨周知されるようお願いします。 

 
記 

 

第一 改正内容に関する事項 

 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令第８条第１

項第 11 号イの規定中「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」を「放

射性同位元素等の規制に関する法律」に改めるとともに、その他所要の規定の整備を行う

こと。 

  

第二 施行期日に関する事項 

この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び

原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年９月１日）から

施行すること。 

 

 

 

殿 

（連絡先） 
消 防 庁 予 防 課   
担当：村田課長補佐、池田事務官 

  TEL：03-5253-7523   
FAX：03-5253-7533 

   
 



 

 

 

 

 

 

令 和 元 年 ８ 月 

消 防 庁 予 防 課 

 

【概要】 

原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の

規制に関する法律等の一部を改正する法律（平成 29年法律第15号）により、放射性

同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和32年法律第167号）の題名が

「放射性同位元素等の規制に関する法律」に改められることとなった。 

 これに伴い、住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定め

る省令（平成17年総務省令第11号）において引用している旧法律の題名を新法律の

題名に改めるとともに、その他所要の規定の整備を行うもの。 

 

【施行期日】 

原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の

規制に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年９月１日）から施行

する。 

住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令の一部を

改正する省令について 
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○
総
務
省
令
第
三
十
五
号

原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
の
強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法

律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
十
五
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三

十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）
第
五
条
の
六
の
規
定
に
基
づ
き
、
住
宅
用
防
災
警
報
器
及
び
住
宅
用
防
災
報
知
設
備
に
係

る
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
八
月
三
十
日

総
務
大
臣

石
田

真
敏

住
宅
用
防
災
警
報
器
及
び
住
宅
用
防
災
報
知
設
備
に
係
る
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令

住
宅
用
防
災
警
報
器
及
び
住
宅
用
防
災
報
知
設
備
に
係
る
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
七
年
総
務
省
令

第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
表
示
）

（
表
示
）

第
八
条

［
略
］

第
八
条

［
同
上
］

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

種
別
を
有
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
そ
の
種
別

二

種
別
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
そ
の
種
別

［
二
の
二
～
四
の
二

略
］

［
二
の
二
～
四
の
二

同
上
］

五

耐
食
性
能
を
有
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
耐
食
型
と
い
う
文
字

五

耐
食
性
能
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
耐
食
型
と
い
う
文
字

［
六

略
］

［
六

同
上
］

七

自
動
試
験
機
能
を
有
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
自
動
試
験
機
能
付
と
い
う
文
字

七

自
動
試
験
機
能
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
自
動
試
験
機
能
付
と
い
う
文
字

八

連
動
型
住
宅
用
防
災
警
報
器
に
あ
っ
て
は
、
連
動
型
と
い
う
文
字

八

連
動
型
住
宅
用
防
災
警
報
器
に
あ
つ
て
は
、
連
動
型
と
い
う
文
字

九

連
動
型
住
宅
用
防
災
警
報
器
の
う
ち
、
無
線
設
備
を
有
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
無
線
式
と
い
う
文
字

九

連
動
型
住
宅
用
防
災
警
報
器
の
う
ち
、
無
線
設
備
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
無
線
式
と
い
う
文
字

十

電
源
に
電
池
を
用
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
電
池
の
種
類
及
び
電
圧

十

電
源
に
電
池
を
用
い
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
電
池
の
種
類
及
び
電
圧

十
一

イ
オ
ン
化
式
住
宅
用
防
災
警
報
器
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

十
一

イ
オ
ン
化
式
住
宅
用
防
災
警
報
器
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
十
二
条
の
五

イ

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
七

第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
認
証
機
器
で
あ
る
旨
の
表
示

号
）
第
十
二
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
認
証
機
器
で
あ
る
旨
の
表
示

［
ロ

略
］

［
ロ

同
上
］

［
十
二
・
十
三

略
］

［
十
二
・
十
三

同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

こ
の
省
令
は
、
原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
の
強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規

制
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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